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全日本剣道女子選手権・全日本剣道選手権について 

 

一般財団法人全日本剣道連盟 

 

 新型コロナウイルスに関する緊急非常事態宣言が全国的に解除されたものの、

なお感染第二波防止のため、引き続き注意深い対応が幅広く求められている中、

一般財団法人全日本剣道連盟（以下「全剣連」）は、今年度の全日本剣道女子選

手権大会並びに全日本剣道選手権大会について、以下のとおり決定したので、報

告します。 

 

1. 全剣連は、本年度の全日本剣道女子選手権大会並びに全日本剣道選手

権大会について、当初予定の本年 9 月、11 月の実施を中止します。 

2. ただし、新型コロナウイルス感染状況や感染防止策の整備状況を勘案

して、明年 1 月から 3 月での開催を検討します。本年度中の開催可否

については、10 月末を目途に判断します。 

 

全剣連は、今年度の全日本剣道女子選手権大会を 9 月 13 日、全日本剣道

選手権を 11 月 3 日に実施する予定でした。 

両大会は、47 都道府県の予選を勝ち抜いた出場選手により天皇杯、皇后盃

を争う我が国剣道界最高峰の大会です。したがって、大会を実施するために

は、全日本剣道女子選手権大会の場合は、6 月から 8 月上旬にかけて、全日

本剣道選手権の場合は 7 月から 9 月下旬にかけて、すべての都道府県で予選

大会を実施する必要があります。 

しかしながら、新型コロナウイルス感染症が完全に終息していない現在の

状況では、全剣連としては、この数か月の間に 47 都道府県すべての予選大

会が安全に運営し得ると断言するには慎重にならざるを得ません。 

一方、政府は、緊急非常事態宣言を全国で解除しましたが、感染防止のた

め、引き続き国民に協力を求めています。また、公益財団法人日本スポーツ

写 



協会も、5 月 14 日付の「スポーツイベントの再開に向けた感染予防ガイドラ

イン」において、「開催については、感染リスクへの対応が整わない場合は

中止又は延期するよう、都道府県知事からの要請等に基づき、慎重な対応を

とることが必要です」と指摘しています。 

このように、我が国全体で感染防止に努めており、剣道界も共に努力、協

力していかなければならない状況下、全剣連は、新型コロナウイルス感染症

の見通しが不透明なこの数か月で、すべての都道府県で予選大会を実施する

ようなスケジュールによる、全日本剣道女子選手権大会並びに全日本剣道選

手権大会の実施を断念することとしました。 

ただし、新型コロナウイルス感染症にかかる問題がある程度落ち着くと見

込まれる明年 1 月から 3 月での開催を検討することとします（予選大会は 11

月から明年 1 月を想定）。延期して開催するか否かは、新型コロナウイルス

感染状況や感染防止策の整備状況、その他会場確保等を勘案して、10 月末を

目途に判断する予定ですのでご了承ください。 

 

以上 

 

 

 


